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(57)【要約】
【課題】元の映像データのフレームに基づく補間により
生成された補間フレームをタイムコードによって特定す
る。
【解決手段】例えば、再生速度が１／３である場合、図
２に示されるように、映像データの元の１番目のフレー
ム（タイムコード＝01:00:00:00）と２番目のフレーム
（タイムコード＝01:00:00:01）の間に２枚の補間フレ
ーム（同図において斜線で描かれているフレーム）が生
成される。同様に、映像データの元の２番目のフレーム
（タイムコード＝01:00:00:01）と３番目のフレーム（
タイムコード＝01:00:00:02）の間に２枚の補間フレー
ムが生成される。そして、補間済映像データの各フレー
ムに対して新たにタイムコード01:00:00:00乃至01:00:0
0:06が付与される。本発明は、映像を加工、編集する装
置に適用することができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　映像データを入力する入力手段と、
　入力された前記映像データの進行速度を設定する設定手段と、
　入力された前記映像データに対して、設定された前記進行速度に対応する補間処理を行
う補間処理手段と、
　前記補間処理の結果得られる補間済映像データを構成する全てのフレームに対してタイ
ムコードを付与する付与手段と
　を含む情報処理装置。
【請求項２】
　前記タイムコードが付与された前記補間済映像データに前記進行速度を対応付けて管理
する管理手段と、
　前記管理手段によって管理されている前記補間済映像データをユーザによって指定され
る任意速度で可変速再生して出力する再生手段を
　さらに含む請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記再生手段は、さらに、付与された前記タイムコードを用いて指定された前記補間済
映像データ上の位置に出力位置を移動させる
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項４】
　可変速再生された前記補間済映像データの映像を表示させる表示制御手段を
　さらに含む請求項２または３に記載の情報処理装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、可変速再生された前記補間済映像データの各フレームの映像に同
期して、付与されている前記タイムコードも表示させる
　請求項４に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記補間済映像データの各フレームのフレーム番号と、各フレームに付与された前記タ
イムコードとの対応を示すタイムコードテーブルを生成するタイムコード生成手段を
　さらに含み、
　前記管理手段は、前記タイムコードが付与された前記補間済映像データに前記タイムコ
ードテーブルも対応付けて管理する
　請求項２に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記入力手段は、撮像された前記映像データ、またはCG(computer graphics)による前
記映像データを入力する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記設定手段は、ユーザから指定された速度設定値に基づいて前記進行速度を設定する
か、前記映像データの入力時間長とユーザから指定された前記補間済映像データの出力時
間長とに基づいて前記進行速度を設定する
　請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　情報処理装置の情報処理方法において、
　前記情報処理装置による、
　　映像データを入力する入力ステップと、
　　入力された前記映像データの進行速度を設定する設定ステップと、
　　入力された前記映像データに対して、設定された前記進行速度に対応する補間処理を
行う補間処理ステップと、
　　前記補間処理の結果得られる補間済映像データを構成する全てのフレームに対してタ
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イムコードを付与する付与ステップと
　を含む情報処理方法。
【請求項１０】
　情報処理装置の制御用のプログラムであって、
　映像データを入力する入力ステップと、
　入力された前記映像データの進行速度を設定する設定ステップと、
　入力された前記映像データに対して、設定された前記進行速度に対応する補間処理を行
う補間処理ステップと、
　前記補間処理の結果得られる補間済映像データを構成する全てのフレームに対してタイ
ムコードを付与する付与ステップと
　を含む処理を情報処理装置のコンピュータに実行させるプログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、情報処理装置、情報処理方法、およびプログラムに関し、特に、映像データ
の進行速度を変更する場合に用いて好適な情報処理装置、情報処理方法、およびプログラ
ムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、ビデオカメラにより撮影された映像データには、その各フレームに対して、時
間軸上の位置情報であるタイムコードと称する番号が付与されている（例えば、特許文献
１参照）。ＣＧ(computer graphics)などによるアニメーションの映像データに対しても
同様である。
【０００３】
　このような映像データを１倍速よりも遅い速度でスロー再生し、１倍速再生時と同じフ
レームレート（例えば、３０フレーム／秒）で出力する場合、映像データを構成するフレ
ームを用いた補間により、元の映像データには存在していない補間フレームを生成する必
要がある。なお、本明細書において、再生とは、映像データに基づくフレームの映像を時
系列に従って進行させることを意味するものとする。
【０００４】
　具体的には、例えば、１／３倍速で再生する場合、元の映像データの連続するフレーム
の間に、２枚の補間フレームを生成して挿入することになる。ただし、スロー再生に際し
て補間フレームが生成される場合、生成される補間フレームに対してタイムコードは付与
されない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－５４７４６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述したように、スロー再生に際して生成される補間フレームに対してはタイムコード
が付与されないので、タイムコードにより任意の補間フレームを特定することができない
。
【０００７】
　このため、例えば、補間フレームが表示されているタイミングでスロー再生を停止して
も、その補間フレームからスロー再生を再開することができず、その近傍のタイムコード
を有する元の映像データのフレームからスロー再生が再開されてしまい、映像に違和感が
生じていた。
【０００８】
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　また例えば、映像データの再生位置を移動（キューアップ）させようとした場合、移動
先に補間フレームを指定することができなかった。
【０００９】
　本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、補間された映像データ上の任意
の時間的位置をタイムコードを用いて特定できるようにするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の一側面である情報処理装置は、映像データを入力する入力手段と、入力された
前記映像データの進行速度を設定する設定手段と、入力された前記映像データに対して、
設定された前記進行速度に対応する補間処理を行う補間処理手段と、前記補間処理の結果
得られる補間済映像データを構成する全てのフレームに対してタイムコードを付与する付
与手段とを含む。
【００１１】
　本発明の一側面である情報処理装置は、前記タイムコードが付与された前記補間済映像
データに前記進行速度を対応付けて管理する管理手段と、前記管理手段によって管理され
ている前記補間済映像データをユーザによって指定される任意速度で可変速再生して出力
する再生手段をさらに含むことができる。
【００１２】
　前記再生手段は、さらに付与された前記タイムコードを用いて指定された前記補間済映
像データ上の位置に出力位置を移動させることができる。
【００１３】
　本発明の一側面である情報処理装置は、可変速再生された前記補間済映像データの映像
を表示させる表示制御手段をさらに含むことができる。
【００１４】
　前記表示制御手段は、可変速再生された前記補間済映像データの各フレームの映像に同
期して、付与されている前記タイムコードも表示させることができる。
【００１５】
　本発明の一側面である情報処理装置は、前記補間済映像データの各フレームのフレーム
番号と、各フレームに付与された前記タイムコードとの対応を示すタイムコードテーブル
を生成するタイムコード生成手段をさらに含むことができ、前記管理手段は、前記タイム
コードが付与された前記補間済映像データに前記タイムコードテーブルも対応付けて管理
することができる。
【００１６】
　前記入力手段は、撮像された前記映像データ、またはCGによる前記映像データを入力す
ることができる。
【００１７】
　前記設定手段は、ユーザから指定された速度設定値に基づいて前記進行速度を設定する
か、前記映像データの入力時間長とユーザから指定された前記補間済映像データの出力時
間長とに基づいて前記進行速度を設定することができる。
【００１８】
　　本発明の一側面である情報処理方法は、情報処理装置の情報処理方法において、前記
情報処理装置による、映像データを入力する入力ステップと、入力された前記映像データ
の進行速度を設定する設定ステップと、入力された前記映像データに対して、設定された
前記進行速度に対応する補間処理を行う補間処理ステップと、前記補間処理の結果得られ
る補間済映像データを構成する全てのフレームに対してタイムコードを付与する付与ステ
ップとを含む。
【００１９】
　本発明の一側面であるプログラムは、情報処理装置の制御用のプログラムであって、映
像データを入力する入力ステップと、入力された前記映像データの進行速度を設定する設
定ステップと、入力された前記映像データに対して、設定された前記進行速度に対応する
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補間処理を行う補間処理ステップと、前記補間処理の結果得られる補間済映像データを構
成する全てのフレームに対してタイムコードを付与する付与ステップとを含む処理を情報
処理装置のコンピュータに実行させる。
【００２０】
　本発明の一側面においては、入力された映像データに対して、設定された進行速度に対
応する補間処理が行われ、補間処理の結果得られる補間済映像データを構成する全てのフ
レームに対してタイムコードが付与される。
【発明の効果】
【００２１】
　本発明の一側面によれば、補間された映像データ上の任意の時間的位置をタイムコード
を用いて特定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明を適用した映像編集装置の構成例を示すブロック図である。
【図２】映像データのフレーム数が３であって、１／３倍速再生時の補間済映像データの
補間フレームとタイムコードを示す図である。
【図３】映像データのフレーム数が３であって、１／２．５倍速再生時の補間済映像デー
タの補間フレームとタイムコードを示す図である。
【図４】映像データのフレーム数が３であって、１／３．３倍速再生時の補間済映像デー
タの補間フレームとタイムコードを示す図である。
【図５】映像データのフレーム数が４であって、１／３．３倍速再生時の補間済映像デー
タの補間フレームとタイムコードを示す図である。
【図６】タイムコードテーブルの一例を示す図である。
【図７】映像データ補間処理を説明するフローチャートである。
【図８】コンピュータの構成例を示すブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、発明を実施するための最良の形態（以下、実施の形態と称する）について、図面
を参照しながら詳細に説明する。
【００２４】
　＜１．実施の形態＞
［映像編集装置の構成例］
　図１は、本発明の一実施の形態である映像編集装置の構成例を示している。この映像編
集装置１０は、映像データを１倍速よりも遅い速度でスロー再生し、１倍速再生時と同じ
フレームレート（例えば、３０フレーム／秒）の補間済映像データを生成するものである
。なお、補間済映像データの全てのフレームには、タイムコードが付与される。
【００２５】
　映像編集装置１０は、操作入力部１１、映像データ入力部１２、再生速度設定部１３、
補間部１４、タイムコード(TC)付与部１５、補間済映像データベース(DB)１７、可変速再
生部１８、および表示制御部１９から構成される。
【００２６】
　操作入力部１１は、ユーザによる各種の操作を受け付ける。具体的には、操作入力部１
１は、例えば、映像データの再生速度を指定するための再生速度設定値Ｎの入力を受け付
けて再生速度設定部１３に出力する。ここで、Ｎは１以上の正の値とする。なお、Ｎを１
以上の正の整数に制限すれば、補間部１４における補間処理の負荷を軽減させることがで
きる。また、再生速度設定値Ｎを入力する代わりに、スロー再生時の再生時間長（以下、
出力時間長と称する）を指定するようにしてもよい。
【００２７】
　また、例えば、操作入力部１１は、補間済映像データの可変速再生時の再生速度の入力
を受け付けたり、補間済映像データをキューアップ（再生位置の移動）の移動先を指示す
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るためのタイムコードの入力を受け付けたりして可変速再生部１８に出力する。
【００２８】
　映像データ入力部１２は、映像編集装置１０にて処理対象とする映像データを外部から
取得して補間部１４に出力する。
【００２９】
　ここで、映像データは、ビデオカメラにより撮影された実写映像であってもよいし、CG
により作成される映像でもよい。
【００３０】
　さらに、幾何学的情報（オプションでシェーディング情報）を含むCGデータを入力とし
、映像データ入力部１２にて、CGデータのキーフレーム間を補間、レンダリングして映像
を生成するようにしてもよい。
【００３１】
　また、映像データ入力部１２は、処理対象とする映像データの１倍速再生時の再生時間
長（以下、入力時間長と称する）を検出して再生速度設定部１３に出力する。
【００３２】
　再生速度設定部１３は、操作入力部１１から入力される再生速度設定値Ｎに基づき、映
像データの再生速度を１／Ｎに決定して補間部１４およびタイムコード付与部１５に通知
する。また、再生速度設定部１３は、操作入力部１１から出力時間長が入力される場合、
映像データの再生速度を（入力時間長／出力時間長）に決定して補間部１４およびタイム
コード付与部１５に通知する。例えば、入力時間長が１分間であり、出力時間長が２分間
である場合、再生速度は１／２に決定される。
【００３３】
　補間部１４は、再生速度設定部１３から通知される再生速度に従い、映像データを構成
する元のフレームを用いた補間処理により補間フレームを生成することにより、補間済映
像データを生成する。なお、映像データのフレーム数Ｆ０とした場合、補間済映像データ
のフレーム数Ｆｍは、Ｆｍ＝（Ｆ０－１）×Ｎ＋１となる。なお、この算出結果に小数点
以下の値が含まれる場合には切り上げ、切り捨て、四捨五入などの丸め処理を行うものと
する。以下の実施の形態では切り上げを用いる。ROUNDUP（ｘ）はｘを切り上げた数値を
表すこととする。
【００３４】
　さらに、補間部１４は、補間済映像データの各フレーム（映像データを構成する元のフ
レーム、および補間フレーム）を、順次、タイムコード付与部１５に出力する。
【００３５】
　タイムコード付与部１５は、補間部１４から順次入力される補間済映像データの全ての
フレームに対してタイムコード（HH:MM:SS:FF）を付与する。
【００３６】
　例えば、映像データのフレーム数Ｆ０＝３であり、再生速度を１／３とした場合、補間
済映像データのフレーム数Ｆｍ＝（３－１）×３＋１＝７となる。そして、図２に示され
るように、映像データの元の１番目のフレーム（タイムコード＝01:00:00:00）と２番目
のフレーム（タイムコード＝01:00:00:01）の間に２枚の補間フレーム（同図において斜
線で描かれているフレーム）が生成される。同様に、映像データの元の２番目のフレーム
（タイムコード＝01:00:00:01）と３番目のフレーム（タイムコード＝01:00:00:02）の間
に２枚の補間フレームが生成される。そして、補間済映像データの各フレームに対して新
たにタイムコード01:00:00:00乃至01:00:00:06が付与される。
【００３７】
　また例えば、映像データのフレーム数Ｆ０＝３であり、再生速度を１／２．５とした場
合、補間済映像データのフレーム数Ｆｍ＝（３－１）×２．５＋１＝６となる。そして、
図３に示されるように、映像データの元の１番目のフレーム（タイムコード＝01:00:00:0
0）と３番目のフレーム（タイムコード＝01:00:00:02）の間に４枚の補間フレーム（同図
において斜線で描かれているフレーム）が生成される。なお、映像データの元の２番目の
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フレームは補間処理には利用されるものの、補間済映像データには含まれない。そして、
補間済映像データの各フレームに対して新たにタイムコード01:00:00:00乃至01:00:00:05
が付与される。
【００３８】
　また例えば、映像データのフレーム数Ｆ０＝３であり、再生速度を１／（１０／３）と
した場合、補間済映像データのフレーム数Ｆｍ＝ROUNDUP（（３－１）×（１０／３）＋
１）＝８となる。そして、図４に示されるように、映像データの元の１番目のフレーム（
タイムコード＝01:00:00:00）以降に、７枚の補間フレーム（同図において斜線で描かれ
ているフレーム）が生成される。なお、映像データの元の２および３番目のフレームは補
間処理には利用されるものの、補間済映像データには含まれない。そして、補間済映像デ
ータの各フレームに対して新たにタイムコード01:00:00:00乃至01:00:00:07が付与される
。
【００３９】
　さらに例えば、映像データのフレーム数Ｆ０＝４であり、再生速度を１／（１０／３）
とした場合、補間済映像データのフレーム数Ｆｍ＝（４－１）×（１０／３）＋１＝１１
となる。そして、図５に示されるように、映像データの元の１番目のフレーム（タイムコ
ード＝01:00:00:00）と４番目のフレーム（タイムコード＝01:00:00:03）の間に９枚の補
間フレーム（同図において斜線で描かれているフレーム）が生成される。なお、映像デー
タの元の２および３番目のフレームは補間処理には利用されるものの、補間済映像データ
には含まれない。そして、補間済映像データの各フレームに対して新たにタイムコード01
:00:00:00乃至01:00:00:10が付与される。
【００４０】
　図１に戻り、タイムコード付与部１５は、補間部１４から順次入力される補間済映像デ
ータとタイムコードとを同期させて補間済映像データベース１７に出力する。
【００４１】
　さらに、タイムコード付与部１５に内蔵されるタイムコード(TC)テーブル生成部１６は
、図６に示されるように、補間済映像データの各フレームのフレーム番号にタイムコード
を対応付けたタイムコードテーブルを生成して補間済映像データベース１７に出力する。
【００４２】
　補間済映像データベース１７は、同期して入力される補間済映像データおよびタイムコ
ード、並びにタイムコードテーブルを、その再生速度設定値Ｎに対応付けて保管する。例
えば、同一の映像データを異なる再生速度で複数回再生させた場合、その再生回数と同じ
数の補間済映像データおよびタイムコード、並びにタイムコードテーブルの組み合わせが
保管されることになる。なお、補間済映像データのフレームのうち、元の映像データを構
成していたフレームについては、補間処理以前に付与されていた元のタイムコードも対応
付けて記憶するようにしてもよい。
【００４３】
　可変速再生部１８は、操作入力部１１に入力されるユーザの操作に従い、補間済映像デ
ータベース１７に保管されている補間済映像データを、ユーザから指示される再生速度（
Ｍ倍速とする）で再生して表示制御部１９に出力する。この場合、実質的に元の映像デー
タがＭ／Ｎ倍速で再生されることになる。例えば、再生速度設定値Ｎ＝３の補間済映像デ
ータが、１倍速で再生されると、実質的に元の映像データが１／３倍速で再生されること
になる。また例えば、再生速度設定値Ｎ＝３の補間済映像データが、３倍速で再生される
と、実質的に元の映像データが１（＝３／３）倍速で再生されることになる。
【００４４】
　また、可変速再生部１８は、操作入力部１１に入力されるユーザの操作に従い、補間済
映像データベース１７に保管されている補間済映像データのキューアップを実行する（時
間的位置を移動させる）。
【００４５】
　さらに、可変速再生部１８は、再生した映像とともに、それに対応するタイムコード（
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補間処理後に付与されたもの）およびストップタイムコードも表示制御部１９に出力する
。ただし、ここで、補間処理以前に元々付与されていたタイムコードを表示制御部１９に
出力するようにしてもよい。
【００４６】
　表示制御部１９は、可変速再生部１８によって再生された補間済映像データの映像を後
段の図示せぬディスプレイなどに表示させる。なお、表示制御部１９は、再生中の補間済
映像データの映像とともに、それに同期したタイムコードおよびストップタイムコードも
表示させる。
【００４７】
［動作説明］
　次に、映像編集装置１０の動作について説明する。図７は、映像編集装置１０による映
像データ補間処理を説明するフローチャートである。
【００４８】
　なお、映像データ補間処理の開始に先立って、処理対象とする映像データと再生速度設
定値Ｎはユーザにより指定されているものとする。
【００４９】
　ステップＳ１において、映像データ入力部１２は、処理対象とする映像データを外部か
ら取得して補間部１４に出力する。
【００５０】
　ステップＳ２において、再生速度設定部１３は、ユーザによって指定された再生速度設
定値Ｎに基づき、映像データの再生速度を１／Ｎに決定して補間部１４およびタイムコー
ド付与部１５に通知する。
【００５１】
　ステップＳ３において、補間部１４は、映像データの１枚目のフレームをタイムコード
付与部１５に出力する。タイムコード付与部１５は、１枚目のフレームに対してタイムコ
ード01:00:00:00を付与し、１枚目のフレームとタイムコードを補間済映像データベース
１７に出力する。
【００５２】
　ステップＳ４において、補間部１４は、次に出力するフレームが映像データの元のフレ
ームであるか否か、換言すれば、次に出力するフレームが補間フレームであるか否かを判
断する。
【００５３】
　次に出力するフレームが映像データの元のフレームではない（次に出力するフレームが
補間フレームである）と判断された場合、処理はステップＳ５に進められる。ステップＳ
５において、補間部１４は、再生速度設定部１３から通知された再生速度に従い、映像デ
ータの元のフレームを用いた補間処理により補間フレームを生成してタイムコード付与部
１５に出力する。
【００５４】
　反対に、次に出力するフレームが映像データの元のフレームである（次に出力するフレ
ームが補間フレームではない）と判断された場合、処理はステップＳ６に進められる。ス
テップＳ６において、補間部１４は、映像データの元のフレームをタイムコード付与部１
５に出力する。
【００５５】
　ステップＳ７において、タイムコード付与部１５は、補間部１４から入力されたフレー
ムに対してタイムコードを付与し、フレームとタイムコードを同期させて補間済映像デー
タベース１７に出力する。補間済映像データベース１７は、同期して入力された補間済映
像データのフレームとタイムコードとをその再生速度設定値Ｎに対応付けて保管する。
【００５６】
　ステップＳ８において、補間部１４は、処理対象としている映像データの補間処理が終
了したか否かを判定し、終了したと判定するまでステップＳ４乃至Ｓ８の処理を繰り返す
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。そして、ステップＳ８で補間処理が終了したと判定された場合、処理はステップＳ９に
進められる。
【００５７】
　ステップＳ９において、タイムコード付与部１５のタイムコードテーブル生成部１６は
、補間済映像データの各フレームのフレーム番号にタイムコードを対応付けたタイムコー
ドテーブルを生成して補間済映像データベース１７に出力する。補間済映像データベース
１７は、入力されたタイムコードテーブルを、先に管理している補間済映像データとタイ
ムコードに対応付けて保管する。以上で、映像データ補間処理は終了される。
【００５８】
　以上説明した映像データ補間処理によれば、映像データを１倍速よりも遅い速度でスロ
ー再生し、１倍速再生時と同じフレームレート（例えば、３０フレーム／秒）の補間済映
像データを生成することができる。この補間済映像データは全てのフレームに対してタイ
ムコードが付与されているので、補間済映像データ上の時間的位置をタイムコードを用い
て特定することができる。
【００５９】
　本発明を適用した映像編集装置１０は、映像を加工、編集する映像プロダクションや放
送局などの現場にて利用することができる。
【００６０】
　本実施の形態においては、映像の進行速度を１倍速未満を想定したが、映像編集装置１
０は、１倍速以上の進行速度にも対応可能である。この場合の補間処理は、間引き処理を
含むものとなる。
【００６１】
　ところで、上述した一連の処理は、ハードウェアにより実行することもできるし、ソフ
トウェアにより実行することもできる。一連の処理をソフトウェアにより実行する場合に
は、そのソフトウェアを構成するプログラムが、専用のハードウェアに組み込まれている
コンピュータ、または、各種のプログラムをインストールすることで、各種の機能を実行
することが可能な、例えば汎用のコンピュータなどに、プログラム記録媒体からインスト
ールされる。
【００６２】
　図８は、上述した一連の処理をプログラムにより実行するコンピュータのハードウェア
の構成例を示すブロック図である。
【００６３】
　このコンピュータ１００において、CPU（Central Processing Unit）１０１，ROM（Rea
d Only Memory）１０２，RAM（Random Access Memory）１０３は、バス１０４により相互
に接続されている。
【００６４】
　バス１０４には、さらに、入出力インタフェース１０５が接続されている。入出力イン
タフェース１０５には、キーボード、マウス、マイクロホンなどよりなる入力部１０６、
ディスプレイ、スピーカなどよりなる出力部１０７、ハードディスクや不揮発性のメモリ
などよりなる記憶部１０８、ネットワークインタフェースなどよりなる通信部１０９、磁
気ディスク、光ディスク、光磁気ディスク、或いは半導体メモリなどのリムーバブルメデ
ィア１１１を駆動するドライブ１１０が接続されている。
【００６５】
　以上のように構成されるコンピュータ１００では、CPU１０１が、例えば、記憶部１０
８に記憶されているプログラムを、入出力インタフェース１０５およびバス１０４を介し
て、RAM１０３にロードして実行することにより、上述した一連の処理が行われる。
【００６６】
　なお、コンピュータが実行するプログラムは、本明細書で説明する順序に沿って時系列
に処理が行われるプログラムであってもよいし、並列に、あるいは呼び出しが行われたと
き等の必要なタイミングで処理が行われるプログラムであってもよい。
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【００６７】
　また、プログラムは、１台のコンピュータにより処理されるものであってもよいし、複
数のコンピュータによって分散処理されるものであってもよい。さらに、プログラムは、
遠方のコンピュータに転送されて実行されるものであってもよい。
【００６８】
　なお、本発明の実施の形態は、上述した実施の形態に限定されるものではなく、本発明
の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００６９】
　１０　映像編集装置，　１１　操作入力部，　１２　映像データ入力部，　１３　再生
速度設定部，　１４　補間部，　１５　タイムコード付与部，　１６　タイムコードテー
ブル生成部，　１７　補間済映像データベース，　１８　可変速再生部，　１９　表示制
御部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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